
京
都
。
長
岡
京
跡
④

ｌ
　
所
在
地
　
　
　
一八
都
府
長
岡
京
市
今
里
更
ノ
町

・
井
ノ
内
下
印
田

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
八
年

（昭
６３
）
七
月
―

一
九
八
九
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
⑫
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー

４
　
調
査
担
当
者
　
石
尾
政
信

５
　
遺
跡
の
種
類
　
都
城
跡

。
官
行
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
八
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

長
岡
京
跡
右
京
第
二
八
五

。
三

一
〇

・
三
三
五
次
調
査
地
は
、
長
岡
京
の
条

坊
復
原
図
で
は
、
右
京
二
条
二
坊
十
四

・
十
五
町
及
び
西
二
坊
大
路

・
三
条
条

間
大
路
の
推
定
地
に
あ
た
る
。

地
形
的
に
は
、
長
岡
京
市
井
ノ

内
か
ら
今
里
に
か
け
て
南
北
方

向
に
の
び
る
段
丘
の
東
側
に
あ

っ
て
、
水
田
面
の
標
高
は
、
約

帥

三
〇
ｍ
を
測
る
。
コ
史
ノ
町
」
の

細
　
「フ
ケ」
の文
字
が
示
す
よ
う

僚

に
湿
地
帯
で
、
調
査
に
際
し
て

詳
鑓
ぜ
襲
絶
　
　
も
水
は
け
が
悪
か
っ
た
。

こ
の
調
査
は
、　
一
九
七
七
年
以
来
、
京
都
府
教
育
委
員
会

・
動
京
都
府
坦
蔵

文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
ケ
ー
が
継
続
し
て
実
施
し
て
い
る
都
市
計
画
街
路

（外

環
状
線
）
改
良
工
事
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
調
査
地
は
、
南
北
に
長
い
た

め
、
大
路
幅
全
体
を
検
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
西
二
坊
大
路
と
二

条
条
間
大
路
の
交
差
点
の
状
況
が
判
明
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
た
。

調
査
の
結
果
、
調
査
地
の
ほ
ぽ
中
央
部
で
、
掘
立
柱
建
物
や
柵
列
、
さ
ら
に

石
敷
き
の
井
戸
を
検
出
し
た
。
長
岡
京
の
条
坊
で
は
、
二
条
条
間
大
路
南
側
溝

と
西
二
坊
大
路
東
側
溝
を
検
出
し
た
。
こ
の
う
ち
、
二
条
条
間
大
路
南
側
溝
は

西
二
坊
大
路
を
横
断
し
、
西
か
ら
東
に
向
か
っ
て
流
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し

た
。
こ
の
側
溝
に
は
、
側
板
を
あ
て
て
水
は
け
を
考
え
て
い
る
。

調
査
地
周
辺
部
は
か
な
り
の
湿
地
帯
で
、
今
回
の
調
査
で
も
、
井
戸
の
北
東

部
を
か
す
め
て
調
査
地
の
北
西
か
ら
南
東
に
向
か
っ
て
流
れ
る
自
然
流
路
が
検

出
さ
れ
、
井
戸
や
大
路
も
こ
の
流
路
を
埋
め
立
て
て
か
ら
整
備
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
自
然
流
路
の
北
側
で
は
、
川
を
埋
め
立
て
る
工
事
に
際
し
て
、
地
盤
の

弱
い
と
こ
ろ
に
大
量
の
九
太
材
を
南
北
方
向
に
並
べ
て
敷
い
て
い
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
九
太
材
の
上
面
を
粘
土
と
礫
で
つ
き
固
め
た
地
盤
工
事

で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
も
こ
の
辺
り
が
古
く
か
ら
の
湿
地
帯
で
あ

っ
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
。
木
簡
は
右
の
自
然
流
路
か
ら

一
八
点
出
土
し
た
。
そ
の
他
、

包
含
層
か
ら
近
世
、
近
代
の
木
簡
が
各

一
点
出
上
し
て
い
る
が
、
今
回
は
割
愛

し
た
。

と
こ
ろ
で
、
検
出
し
た
遺
構
の
内
、
掘
立
柱
建
物

・
柵
列

・
井
戸
は
、
推
定



西
二
坊
大
路
の
路
面
上
で
見
つ
か
り
、
そ
の
時
期
の
決
定
が
き
わ
め
て
難
し
い

も
の
で
あ
る
。
特
に
、
井
戸
の
設
営
に
あ
た
っ
て
は
、
自
然
流
路
を
埋
め
立
て

て
か
ら
造

っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
埋
め
た
上
の
中
か
ら
は
、
長
岡
京
期
よ
り
も

古
い
土
器
が
多
数
出
土
し
て
お
り
、
墨
書
土
器
も
か
な
り
存
在
す
る
。

出
土
遺
物
と
し
て
は
、
こ
の
墨
書
土
器
の
ほ
か
、
木
製
品

。
土
器

。
軒
瓦
な

ど
の
多
量
の
瓦
類
が
あ
る
。
時
代
的
に
は
八
世
紀
中
棄
か
ら
後
半
を
示
す
も
の

が
中
心
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
井
戸
周
辺
部
か
ら
出
上
し
た
遺
物
が
古
く
、

奈
良
時
代
の
遺
物
と
長
岡
京
期
の
遺
物
に
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

８
　
木
筒
の
釈
文

・
内
容

ω

　

「
御
曹
司
　
圭開
大
殿
油

一
瓶

【伍
己

【直
銭
己

右
□
□
□
□
□
□

六
月
十
五
日

『
山
道
』
」

∞
∞
∞
×

卜
ω
×

『

　

Φ
ド
μ
■

②
　
　
×
観
世
口
日

日
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ＮＳ

溢
受
卜
ｏ解

〔台
ヵ
〕

⑤

　

「
□
床
万
呂
二
斗
二
升
」
　
　
　
　
　
　
　
　
μ⇔賀
Ｎ冥
ト
ヨ

①
。「征司召
上柳司螂絲為Ｌ臆郁淵番艦が鋒辮鰤翻加□乙人」

□
□
□
回
□
□
□
□
□
□
□
□
又
不〔欧
Ｍ

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
月
□
□
□
□
　
」

∞
∞
〕

Ｘ

∞
∞
Ｘ

卜

　

〇
ド
ド
キ

□
□
□

回
□

l101
ｈ
単

〔野
力
〕

「
御
司
召
田
辺
郷
長
里
正

一
々
人
口
凹
□
苅
丁

一
人
又
＝

Ｈ
口
Ш
依
不
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

〔せ心
ヵ凸

「
□
召
知
状
令

々
急

々
向
□
□
勿
怠

々
国

大
領
　
八
月
十
二
日
□
　
　
　
　
」

卜
］
∞
×
∞
ヽ
×
『
　
Ｏ
ｗ
牌
キ

舜
晉
埜
艶
霜
杢
農
濯

（μ『『）
Ｘ
μ∞
×
ω
　
ｏ∞Φ

×
事
包
撃
人
誓
ユ
鉱
陥
っ
″
医
藤
替
盆
家
乱
整
胴
　
　
　
（ａ
］）×
儲
×
μｏ
寓
ド

祭
料
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
溢
受
卜
ｏ歯

①

・
従
七
位
下
勲
十
等

・
ｘ
上
六
人
部
連
真
□

②

。
□
□
固
定
□

【野
力
〕

。
従
六
位
上
勲
九
等
肩
□
臣
気
右
万
呂

③

・
回
□
□

・　
□
□
　
日
国
　
□

山
代
四
合

ｘ
□
麻

×

（檜
扇
）

（
φ
卜
）
×
〕
ｏ
Ｘ
卜
　
ｏ
∞
μ

Ｇ
ゆ
）
×
〕
∞
×
↓
　
ｏ
∞
卜



鴇
謬
逐
移
豚
ゑ
で
く

牌
増

島
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贔
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6)

0鶴

1989年出上の木簡

llつ

一日‐‐‐‐日日日　中日‐‐‐‐日日］一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（μＯ中）〉〈μ∞×
卜　　Φωい

〔福
己

⑬

そ
の
他
、
全
く
判
読
で
き
な
い
木
筒
が

一
点
あ
る
。

①
の
一
字
日
は
、
芳
が

「口巳

で
あ
る
が
、
偏
が
ぎ
ょ
う
に
ん
偏
で
あ
り
、

『
五
体
字
類
』
に
よ
れ
ば
、
趙
孟
順
の
も
の
に
出
て
く
る
の
で

（但
し
、
元
代
）、

「御
」
と
判
断
さ
れ
る
。
「曹
」
は
、
唐
代
の
も
の
に

「曹
」
と
す
る
も
の
や
、

日
本
で
も
墨
書
土
器
な
ど
に
同
様
の
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

「曹
」
と
見
て
よ

か
ろ
う
。
「請
」
は
、
言
偏
が
く
ず
れ
て
い
て
、
第
二
画
が
長
い
が
、
「請
」
と

判
断
で
き
る
。
こ
の
木
簡
を
受
け
取
り
と
す
れ
ば
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
請

□

為 □
〔仮
己

llD

。
□
□
□

二
日

Ш

□
□
□

（
騨
式
卜
）
×
∞
∞
×
Ｎ
　
ｏ
∞
ド

（
ω
じ

×
∞
ド
×
∞
　
Φ
盟

9__   〒an

み

隻



求
文
書
な
ら
ば
そ
の
対
価
と
し
て

「直
銭
」
と
読
む
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
躊
躇

す
る
。
こ
の
木
簡
の
発
見
場
所
は
、
西
二
坊
大
路
と
二
条
条
間
大
路
の
交
差
点

で
あ
る
が
、
元
来
、
ど
こ
で
廃
棄
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、

発
見
場
所
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
と
こ
ろ
と
す
れ
ば
、
こ
の
木
簡
は
、
ど
の
よ
う

に
移
動
し
て
廃
棄
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第

一
は
、
木
簡
の
廃
棄
さ
れ
た
と
こ
ろ
が

「御
曹
司
」
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。

こ
の
時
に
は
木
簡
は
、

「油

一
瓶
」
と
い
っ
し
ょ
に

「御
曹
司
」
に
再
び
戻

っ

て
き
て
、　
一
定
期
間
保
管
し
た
後
、
廃
棄
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
場
合
、
「山
道
」
が

「御
曹
司
」
の
下
級
官
人
と
す
れ
ば
、
「山
道
」
の
自

署
は
、
単
な
る
文
書
作
成
時
の
サ
イ
ン
か
、
油
と
と
も
に

「御
曹
司
」
に
や
っ

て
き
た
時
点
の

「受
け
取
り
」
と
し
て
の
サ
イ
ン
の
両
方
の
可
能
性
が
あ
る
。

第
二
は
廃
棄
さ
れ
た
場
所
が
請
求
先
の
官
司
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
と

き
は
、
木
簡
は

「油

一
瓶
」
と
引
換
に
渡
さ
れ
て
、
し
ば
ら
く
保
管
さ
れ
た
後

に
廃
棄
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。　
こ
の
場
合
も
、

「山
道
」
が

「御
曹
司
」
側
の

下
級
官
人
と
す
れ
ば
、
文
書
作
成
時
の
自
署
と
な
り
、
請
求
先
の
下
級
官
人
と

す
れ
ば
、
「油

一
瓶
」
を
出
し
た
と
い
う
意
味
で
の
自
署
と
も
解
釈
で
き
る
。

い
ず
れ
も
、　
可
能
性
と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
「御

曹
司
」
以
外
に
も

「御
司
」
と
書
く
木
簡
が
二
点
出
上
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み

て
、
廃
棄
場
所
は

「御
曹
司
」
と
み
る
方
が
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「御
曹
司
」
が

「油

一
瓶
」
を
請
求
し
た
先
が
ど
こ
で
あ
る
か

は
っ
き
り
し
な
い
。
「油
」
が
灯
油
と
す
れ
ば
、
延
喜
陰
陽
寮
式
に
灯
油
は

「諸

司
」
に
請
求
す
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
各
官
司
に
保
管
さ
れ
て
い
た
よ
う
に

も
見
え
る
。
新
嘗
祭
の
時
の

「料
理
所
燈
油
四
升
」
は
、
大
膳
職
が
用
意
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「油
」
の
単
位
も

「瓶
」
で
、
延
喜
式
で
は

「升
」

「合
」
で
統

一
さ
れ
て
い
る
灯
油
と
は
異
な
る
。

②
は
、
上
下
が
欠
損
し
て
い
る
。
「観
世
」
の
語
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
一
篇

と
し
て
見
え
る
だ
け
で
な
く
、
仏
教
の
用
語
と
し
て
の

「観
世
音
」
の
略
と
も

見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
習
書
木
簡
の
可
能
性
が
あ
る
。

①
は
、
斎
串
と
共
通
す
る
形
態
で
あ
る
が
、
人
名
と
数
字
の
一
部
が
判
読
で

き
る
の
で
、
荷
札
と
み
る
方
が
よ
か
ろ
う
。
二
字
目
は

「床
」
と
も
読
め
る
が
、

ま
だ
れ
の
中
の
木
が

一
つ
し
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
で

「床
」
と
判
読
し
た
。

④
は
、

「御
司
」
か
ら
の
召
文
で
あ
る
。　
表
に
は
四
名
が
列
挙
し
て
あ
り
、

流
人
を
移
送
す
る
た
め
に
召
喚
さ
れ
た
人
の
名
前
で
あ
ろ
う
。
宛
所
は
、
書
か

れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
「御
司
」
所
属
の
人
間

（白
丁
か
）
を
召
す
た
め
の
も

の
で
あ
る
た
め
、
四
名
を
実
質
的
な
宛
所
と
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
裏
に

も
文
字
が
書
か
れ
て
は
い
る
が
、
墨
が
薄
く
な
っ
て
い
て
ほ
と
ん
ど
判
読
で
き

な
い
。
わ
ず
か
に

「月
」
が
見
え
、
こ
の
召
文
の
出
さ
れ
た
月
日
の
書
か
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
年
紀
の
部
分
が
判
読
で
き
な
い
の
で
、
い
つ
の
時
点

か
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
木
簡
に
は
四
名
の
名
前

が
書
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
文
に
は

「右
三
人
」
と
あ
っ
て
、
内

容
的
に
矛
盾
し
て
い
る
。
筆
の
走
り
方
か
ら
見
れ
ば
、
最
後
の
四
人
目
の
名
前

は
、
最
後
ま
で
文
章
を
書
い
た
後
に
付
け
足
し
て
や
や
小
さ
く
書
か
れ
て
い
る
。



1989年出土の木簡

急
い
で
書
い
て
い
る
よ
う
で
、
本
文
を

「
四
名
」
に
直
す
の
を
忘
れ
た
と
み
ら

れ
る
。

③
も
、
④
と
同
じ
く

「御
司
」
か
ら
の
召
文
で
、
田
辺
郷
長
と
里
正
の
ほ
か
、

〔」却
ヵ
〕　　　　
　　　
　　　
　　　
　　　　
　　　
　　　
　　　
　　　　
　　　
　　　
　　　
〔せい
ヵ
〕

不
明
の
者
、
そ
れ
と

「□
苅
丁
」

一
人
を
召
喚
す
る
。
「依
不
」
「勿
怠
々
口
」

な
ど
、
日
本
語
的
な
表
記
が
あ
り
、
こ
の
木
簡
が
比
較
的
下
級
の
官
司
で
作
成

さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

こ
の
木
簡
で
注
意
さ
れ
る
点
と
し
て
は
、
第

一
に
郷
長

・
里
正
の
職
名
が
見

え
る
こ
と
で
あ
る
。
郷
長

・
里
正
の
職
名
は
、
郷
里
制
施
行
期
の
も
の
で
、
岸

俊
男
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
そ
の
期
間
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
郷
里
制
は
、

霊
亀
元
年

（七
一
五
）
に
出
さ
れ
た
別
式

（霊
亀
元
年
式
、
『出
雲
国
風
上
記
』
所
引
）

に
よ
り
施
行
さ
れ
、
天
平

一
二
年

（七
四
〇
）
の
末
頃
か

一
三
年
の
初
め
頃
に
廃

止
さ
れ
、
国
郡
郷
制
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
木
簡
の

書
か
れ
た
年
代
は
、
七

一
五
を
七
四

一
年
の
間
に
限
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

伴
出
し
た
土
器
の
年
代
等
を
考
え
る
と
で
、
重
要
な
指
標
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
こ
の
召
文
が

「大
領
」
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
大
領
は
、

郡
司
の
長
官
で
あ
り
、
八
世
紀
前
半
の
段
階
で
は
、
古
く
か
ら
の
国
造
な
ど
の

在
地
首
長
層
が
就
任
し
、
在
地
と
の
つ
な
が
り
の
深
い
職
務
を
果
た
し
て
い
た
。

そ
の
大
領
が

「御
司
」
の
名
に
よ
っ
て
、
郷
長

・
里
正
ら
を
召
喚
す
る
こ
と
は
、

大
領
が

「御
司
」
の
召
喚
を
取
り
次
い
だ
か
、
郡
司
層
が

「御
司
」
の
管
理
権

を
持

っ
て
い
た
か
の
い
ず
れ
か
と
み
ら
れ
る
。　
し
た
が
っ
て
、

「御
司
」
が
在

地
と
深
い
つ
な
が
り
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
④
の
木
筒
に
も
み
ら
れ
る
よ
う

に
流
人
な
ど
の
逓
送
に
も
あ
た
る
な
ど
、
中
央
と
の
つ
な
が
り
を
持

っ
て
い
た

官
司
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

「御
司
」
の
管
理

・
運
営

・
性
格
と
い
っ

た
こ
と
を
考
え
る
資
料
と
も
な
ろ
う
。
ま
た
、
田
辺
郷
長
で
あ
る
が
、
日
辺
郷

は
、
『
和
名
抄
』
に
よ
れ
ば
、
摂
津
国
住
吉
郡

・
伊
勢
国
度
会
郡

・
丹
後
国
加

佐
郡

・
美
作
国
苫
西
郡

。
日
向
国
宮
崎
郡
に
し
か
み
え
な
い
。
こ
の
日
辺
を
地

名
と
と
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
国
々
の
ど
れ
か
か
、
あ
る
い
は
八
世
紀
に
は
存
在
し

た
が
、

『
和
名
抄
』
編
集
の
段
階
に
は
な
く
な
っ
た
山
背
国
乙
訓
郡
の
地
名
か

の
い
ず
れ
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
田
辺
を
氏
名
と
見
ら
れ
な
く
も

な
い
た
め
、
国
郡
名
を
記
載
し
て
い
な
い
以
上
、
「御
司
」
が
ど
こ
に
存
在
し

た
か
は
に
わ
か
に
は
決
め
難
い
。
た
だ
、
①
に
も

「御
司
」
が
み
え
、
①
に
も

「御
曹
司
」
が
あ
る
以
上
、
乙
訓
郡
に

「御
司
」
が
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い

と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑥
の
木
簡
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
郷
名
の
部
分
で
あ
る
。
『
和
名
抄
』
で
は
、

氷
上
郡
に
は

「原
」
の
字
が
二
文
字
目
に
く
る
の
は

「井
原
郷
」
し
か
な
い
。

こ
の
木
簡
は

「原
」
の
上
の
と
こ
ろ
で
二
つ
に
折
れ
て
い
る
た
め
、
正
確
に
文

字
は
判
読
で
き
な
い
。
し
か
し
、
草
冠
が
見
え
る
た
め
、
決
し
て

「井
」
に
は

な
ら
ず
、
草
冠
を
持

っ
た
当
て
字
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
文
字
の
下
半

部
で

「勾
」
と
読
め
る
の
で
、
あ
る
い
は

「葛
」
と
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し

れ
な
い
。
そ
う
す
る
と

「葛
原
郷
」
と
な
り
、
八
世
紀
に
存
在
し
、
『
和
名
抄
』

の
成
立
す
る

一
〇
世
紀
に
は
す
で
に
な
く
な
っ
た
郷
名
と
な
る
。
い
ず
れ
と
も

決
め
が
た
い
が
、
こ
こ
で
は

「葛
原
郷
」
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て



お
き
た
い
。

⑦
の
木
簡
は
、
形
態
か
ら
す
れ
ば
告
知
札
の
可
能
性
が
高
い
。
文
章
も
、
最

後
に

「請
」
が
き
て
い
る
の
で
、
「―
に
請

へ
」
と
か

「ｉ
に
請
く
」
と
読
め
そ

う
で
、
和
風
漢
文
で
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「若
取
人
者
」
は
、
「も

し
取
る
人
は
」
と
読
め
、
か
つ
上
端
部
は
切
断
さ
れ
た
痕
跡
が
あ
る
の
で
、
こ

の
上
に
は
何
ら
か
の
文
章
が
あ

っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
現
存
し
て
い
な
い

の
で
何
と
も
言
え
な
い
が
、

「告
知
」
な
ど
で
始
ま
る
文
章
が
あ

っ
た
可
能
性

が
高
い
。
「右
□
士
佐
」
の
部
分
は
、
赤
外
線
写
真
な
ど
で
確
認
す
る
と
、
「士

佐
」
が
確
実
な
上
、

「□
」
も
行
が
ま
え
の
部
分
が
確
認
で
き
た
の
で

「右
衛

士
佐
」
と
み
る
の
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

な
お
、

「佐
」
は

「傷
」
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、

墨
書
の
用
例
で
は
な
い

が
、　
ヘ
ラ
書
き
文
字
の
中
に
同
様
の
例
が
あ
る
の
で

翁
茨
城
県
関
係
古
代
金
石
文

資
料
集
成
』
一
九
八
五
年
）、
「佐
」
と
判
読
し
た
。　
ま
た
、

「請
」
の
下
に
は
文

字
が
な
い
た
め
、
こ
の
文
字
で
文
章
が
完
結
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

③
は
Ａ
在
地
の
祭
り
か
、
ま
た
は
長
岡
京
期
の
宮
中
で
行
わ
れ
た
年
中
行
事

の
際
の
祭
料
と
か
か
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑨
は
檜
扇
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
墨
書
が
ど
の
よ
う
な
用
途
に
用
い
ら
れ
た

か
は
定
か
で
は
な
い
。
檜
扇
自
体
は
、
三
枚
が
重
な

っ
て
手
元
の
と
こ
ろ
に
穴

を
穿
ち
、
桜
の
皮
で
止
め
て
あ
る
。
長
さ
は
、
約
二
八
・五
釦
、
最
大
幅
が
二
・

五
伽
、
厚
さ
が

一
―
二
醜
と
、
か
な
り
薄
い
。

文
字
は
、
表
裏
面
と
も
書
か
れ
て
お
り
、
特
色
と
し
て
は
、
位
階

・
勲
等
が

あ
る
こ
と
、
名
前
が
氏
族
名
＋
カ
バ
ネ
十
名
前
の
順
で
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

檜
扇
の
一
枚
の
表
面

。
裏
面
に

一
名
ず

つ
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
可
能
性
の
あ

る
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
人
名
で
あ
る
が
、
六
人
部
氏
は
こ
の
乙
訓
郡
の
在
地
首
長

層
に
属
す
る
氏
族
名
で
、
向
日
神
社
の
代
々
の
神
官
で
あ

っ
た
。
六
人
部
氏
が

向
日
神
社
の
神
官
に
な

っ
た
の
が
い
つ
の
時
点
か
不
明
で
、
か
な
り
時
代
の
下

が
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
八
世
紀
の
木
街
に
そ
の
名
が
見
え

る
の
で
、
氏
族
と
し
て
の
存
在
だ
け
は
確
認
で
き
る
。
ま
た

「葛
□
臣
」
は
、

二
字
目
が
つ
ぶ
れ
て
い
る
た
め
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
が
、
葛
野
臣
の
可
能
性

が
あ
る
。
こ
れ
が
葛
野
臣
で
よ
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
乙
訓
郡
の
氏
族
名
で
あ

る
。
こ
の
木
簡
は
乙
訓
郡
内
で
の
位
階

。
勲
等
を
帯
び
る
者
を
何
か
の
目
的
の

た
め
に
列
挙
し
た
歴
名
と
み
る
の
が
よ
か
ろ
う
。

檜
扇
に
文
字
の
書
か
れ
た
例
は
、
長
岡
京
跡
で
は
こ
の
ほ
か
に
も
、
左
京
第

二
〇
四
次
調
査
で
出
土
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
す
れ
ば
、
檜

一月
に
文
宇
を
書
い
て
、
何
か
の
覚
え
書
き
や
儀
式
の
と
き
の
メ
モ
書
き
に
使
用

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑩
は
、
上
端

・
下
端
と
も
欠
損
し
て
い
る
た
め
、
全
体
の
形
状
は
不
明
で
あ

る
が
、

「
四
合
」
と
い
う
単
位
が
見
え
る
た
め
、

荷
札
か
付
札
の
可
能
性
が
高

い
。　
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

「山
代
」
は

「□
□
山
代
」
と
い
う
人
名
に
な
ろ

か
。⑪

も
、
わ
ず
か
に

「麻
」
が
判
読
で
き
る
程
度
で
、
そ
の
上
の
文
字
に
つ
い



1989年出上の木簡

て
は
、
門
構
え
か
闘
い
構
え
の

一
部
と
思
わ
れ
る
墨
痕
が
確
認
で
き
る
が
、
確

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

そ
の
他
、
削
暦
が
三
点
あ
り
、
う
ち

一
点
の
み

「郡
」
と
も
読
め
る
文
字
が

あ
る
が
、
芳
の
部
分
が
欠
損
し
て
い
る
た
め
、
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

他
の
二
点
は
判
読
で
き
な
い
。

な
お
出
土
地
点
は
、
す
べ
て
自
然
流
路
の
中
に
な
る
が
、
③
ｉ
⑤

・
⑨
が
石

敷
の
井
戸
周
辺
部
で
、
そ
の
他
①

・
⑥
ｉ
①

・
⑩
ｌ
⑭
は
二
条
条
間
大
路
南
側

溝
の
範
囲
内
に
含
ま
れ
る
。
②
だ
け
は
や
や
離
れ
て
い
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
井
戸
周
辺
部
に
近
い
の
で
、
そ
ち
ら
に
含
め
て
考
え
た
い
。
た
だ
、
時
期
的

な
問
題
は
、
井
戸
周
辺
部
で
出
上
し
た
木
筒
の
う
ち
、
③
の
み
が
自
然
流
路
の

上
層
で
出
土
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
長
岡
京
期
の
も
の
に
含
め
て
考
え
て
お

ま
た
、
墨
書
土
器
は
、
ほ
と
ん
ど
が
自
然
流
路
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
中
で

も
、
井
戸
の
周
辺
か
ら
出
土
し
た
も
の
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
墨
書

土
器
は
、
記
号
、
人
名
、
吉
祥
句
、
官
司
名
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
ま
ず
、
記

号
で
あ
る
が
、
「○
」
「
ノ
」
が
多
い
。
ど
ち
ら
も
人
名
や
官
司
名
と
と
も
に
用

い
ら
れ
た
例
が
あ
る
。
記
号
の
意
味
が
不
明
な
の
で
、
こ
の
上
器
が
ど
の
よ
う

な
用
途
に
使
用
さ
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
呪
術
的
な
意
味
も
考
え
ら
れ
る
が
、

完
全
な
落
書
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

人
名
は
、

「
田
万
呂
」
「
田
万
」
「廣
万
呂
」
が
多
い
。

官
司
で
勤
務
す
る
人

名
か
も
し
れ
な
い
。
官
司
名
に
は

「園
司
」
「園
宅
」
「厨
」
「□
領
」
が
あ
る
。

園
司
や
園
宅
は
、
同
じ
も
の
を
指
す
と
思
わ
れ
、
園
司
と
称
す
る
官
司
が
こ
の

近
辺
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
「□
領
」
は
、
□
が
薄
く
な
っ
て
い
て

正
確
に
判
読
で
き
な
い
が
、
「大
領
」
の
可
能
性
が
高
く
、　
そ
う
す
れ
ば
、
乙

訓
郡
司
を
示
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。

土
器
の
示
す
年
代
で
あ
る
が
、

「園
」
「園
司
」
「園
宅
」
と
記
さ
れ
上
土
器

は
、
長
岡
京
期
の
土
器
よ
り
も

一
時
代
古
い
様
相
を
示
す
。
そ
の
た
め
、
こ
の

園
司
は
、
長
岡
京
遷
都
以
前
に
存
在
し
た
官
司
で
、
郡
司
な
ど
の
在
地
首
長
層

と
関
わ
り
の
あ

っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
墨
書
土
器
に
は
、
文
様
や
墨
書
人
面
上
器
の
一
部
も
あ
る
の
で
、

奈
良
時
代
に
こ
の
調
査
地
の
近
辺
に
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
園
司
で
も
何
ら
か

の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
⑭
に
見
え
る
流
人
と
御
司
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
ω
は
、
流
人
の
移
送
の
た
め
の
召
喚
状
で
あ
る
が
、
獄
令
の
規
定
で
は
、

配
所

へ
の
移
送
は
、
四
季
ご
と
に
四
度
に
分
け
て
行
わ
れ
、
配
所
は
刑
部
省
か

ら
太
政
官
の
裁
決
を
経
て
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
移
送
に
あ
た
っ
て
は
、
良

人
な
ら
ば
内
印
、
賤
民
な
ら
ば
外
印
を
捺
し
た
太
政
官
符
が
出
さ
れ
て
か
ら
行

わ
れ
、
罪
人
に
関
す
る
裁
量
権
は
太
政
官
に
あ
っ
た
。
移
送
時
ま
で
は
、
刑
部

省
や
各
国
行
に
収
監
さ
れ
る
規
定
が
あ
る
の
で
、
律
令
の
条
文
に
よ
る
限
り
、

刑
部
省
や
国
衝
に
は
罪
人
を
収
容
す
る
施
設
が
あ

っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

流
人
を
移
送
す
る
と
き
は
、
専
使
が
任
命
さ
れ
て
移
送
に
あ
た
る
が
、
そ
れ
と

は
別
に

「防
援
」
を
加
え
る
と
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
護
送
に
は
通
過



す
る
近
辺
に
あ
る
軍
団
の
少
双
も
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
延
喜
刑
部
省

式
の
記
述
で
は
、
移
送
の
路
順
に
あ
た
る
地
域
も
、

「路
次
差
加
防
援
」
と
あ

る
よ
う
に
、
「防
援
」
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

防
援
は
、　
元
来
、
警

備
を
意
味
し
、
物
部
な
い
し
は
衛
士
や
兵
士
が
あ
た
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
木
簡
は
、
流
人
の
移
送
に
必
要
な
人
物
を
召
喚
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

四
季
の
い
つ
か
の
時
点
で
移
送
を
許
可
す
る
旨
の
太
政
官
符
が
出
さ
れ
た
上
で
、

そ
れ
を
う
け
て
最
後
の
段
階
で
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

「御
」
は
、
八
世

紀
の
史
料
で
は
天
皇
に
関
す
る
事
項

。
物
品
な
ど
に
し
か
用
い
て
い
な
い
。
た

だ
八
世
紀
で
も
私
的
に
は

「御
」
を
そ
の
宅
地
の
家
族
に
用
い
た
例
も
あ
る

（
「長
屋
王
家
木
簡
」
の

「若
翁
御
物
」
な
ど
）。
し
か
し
、
公
的
に
は
天
皇
に

関
わ
る
も
の
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
ω
の
よ
う
な
公
的
性
格
を
も

つ
召
喚
状
に

「御
」
が
つ
く
以
上
、
こ
の
官
司
は
官
中
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
。

そ
れ
で
は
、
「御
司
」
を
ど
の
官
司
に
比
定
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
か
。
「御
司
」

と
記
載
す
る
木
筒
は
二
点
見
つ
か
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
井
戸
の
周
辺
か
ら

出
上
し
て
お
り
、
そ
の
辺
り
で
は
墨
書
土
器
が
多
毅
出
上
し
て
い
る
。
こ
の
塁

書
土
器
に
み
え
る
官
司
名
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
名
称
に
は
、
「園
司
」
「園
宅
」

「園
」
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
園
宅
の
宅
は
、
ヤ
ケ
と
読
め
、
建
物
を
示
す
名

称
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
園
司
と
園
宅
は
ほ
ぼ
同
義
と
み
ら
れ
、
そ
の
他

の
園
も
園
司
の
省
略
形
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

園
司
は
、
律
令
の
規
定
に
な
い
官
司
名
で
、
実
態
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
中

央
の
官
内
省
に
は
被
管
と
し
て
園
池
司
が
存
在
し
、
全
国
の
園

・
苑

。
池
の
管

理
、
供
御
料
の
生
産
な
ど
を
職
掌
と
し
て
い
た
。
墨
書
土
器
に
見
え
る
園
司
も
、

こ
の
園
池
司
に
属
す
る
官
司
か
も
し
れ
な
い
。

地
方
の
園
や
御
園
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
実
態
も
ま
だ
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い

な
い
。
『
令
集
解
』
園
池
司
条
所
引
の
古
記
に
よ
る
と
、
園
池
司
に
は
三
〇
〇

戸
の
園
戸
が
付
属
し
て
お
り
、
年
に

一
五
〇
戸
ず
つ
交
替
で
上
番
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。　
地
方
の
園
は
、
『
延
喜
内
膳
司
式
』
に
京
北
園

・
奈
良
園

・
奈

癸
園

・
羽
束
志
園

。
泉
園

。
平
城
園
が
見
え
、
園
神
祭
十
四
座
の
中
に
、
京
北

園

・
長
岡
園

・
山
科
園

。
羽
束
志
園

・
奈
癸
園
が
見
え
、
ま
た
供
御
月
料
の
と

こ
ろ
に
山
城
国
乙
訓
園
と
相
楽
郡
鹿
鷺
園
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
、
山
城
国
と

大
和
国
に
分
布
し
て
い
る
。

こ
の

『
延
喜
式
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
供
御
月
料
と
し
て
、
箸
竹
四
五
〇
株

の
う
ち
、
乙
訓
園
が
九
〇
株
、
鹿
鷺
園
が
三
六
〇
株
を
毎
月
中
央
に
送
る
こ
と

に
な

っ
て
い
る
。
同
式
に
は
、
「川
船

一
艘
、

長
三
丈
、
在
与
等
津
」
と
あ
っ

て
、
こ
れ
は
、

「右
漕
奈
良
、
奈
癸
等
園
供
御
雑
菜
」
を
目
的
と
し
て
置
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
園
は
朝
廷
の
供
御
料
を
負
担

す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
山
城
国
乙
訓
郡
及
び
そ
の
周
辺
部
に
は
羽
東
志
園

・
長
岡
園

。

乙
訓
園
と
、
多
く
の
園
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら
が
八
世
紀
に
さ
か

の
ぼ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
が
、
木
簡
に
伴
出
し
た
墨
書
土
器
に
園
の
存

在
を
示
す

「園
司
」

「園
宅
」
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、

長
岡
京
遷
都
直
前
に
朝

廷
の
供
御
料
を
負
担
す
る
園
が
存
在
し
、
そ
れ
が

一
〇
世
紀
の
史
料
に
見
え
る
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乙
訓
園
や
長
岡
園

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
召
喚
状
を
出
し
た

「御
司
」
や
請
求
状
を
出
し
た

「御
曹
司
」
は
、
こ
の
園
司
の
可
能
性
が
高
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
八
世
紀

で
は
、
公
的
に
は

「御
」
が
天
皇
に
関
す
る
事
項

・
事
柄
に
し
か
用
い
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
朝
廷
の
供
御
料
を
負
担
す
る
園
に
ぶ
さ
わ
し
い
尊

称
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
墨
書
土
器
の
編
年
と
木
簡
の
推
定
年
次

・
出
土
地
点

が

一
致
す
る
こ
と
か
ら
、

園
司
と

「御
司
」

「御
曹
司
」
の
同

一
性
は
充
分
考

え
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
木
簡
に
見
え
る

「御
司
」
「御
曹
司
」
を
園
司
と
す
れ
ば
、

流
人
の
移
送
と
の
関
連
が
問
題
に
な
る
が
、
園
司
が
行
っ
た
の
は
、
前
述
の
防

援
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
護
送
な
ど
の
防
援
の
中
で
も
直
接
関
わ

る
こ
と
は
物
部
な
ど
が
行

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
細
か
い
雑
用
を
こ
な
す
に
は
、

物
部
ら
だ
け
で
は
数
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
木
衛
で
召
し
出
さ
れ
る
四
名
は
、

園
に
勤
務
す
る
白
丁
で
あ
る
ら
し
く
、
そ
の
と
き
に
た
ま
た
ま
流
人
の
移
送
が

あ
り
、
手
伝
い
の
た
め
に
召
さ
れ
た
と
み
る
の
が
よ
か
ろ
う
。

な
お
、
園
の
管
理
に
つ
い
て
も
不
明
な
点
が
多
い
。
た
だ
、
⑭
の
木
筒
に
は

「大
領
」
の
署
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
郡
司
ク
ラ
ス
の
在
地
首
長
層
の
影
響

下
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
当
時
の
園
の
管
理
に
郡
司
が
関
与
し
た
こ

と
は
、
注
目
す
べ
き
事
実
で
あ
り
、
地
方
に
お
け
る
在
地
首
長
層
の
役
割
を
考

え
る
上
で
、
重
要
な
史
料
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
木
簡
や
墨
書
土
器
の
読
み

。
解
釈
、
さ
ら
に
諸
資
料
の
提
供
等
に
つ

い
て
は
、
京
都
教
育
大
学
和
田
率
氏
（
東
北
大
学
今
泉
隆
雄
氏
、
国
立
歴
史
民

谷
博
物
館
平
川
南
氏
、
二
重
大
学
岡
田
精
司
氏
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
西
山
良

平
氏
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
橋
本
義
則
氏
、
動
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン

タ
ー
山
中
章
氏

・
清
水
み
き
氏
、
働
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
長
宗
繁

一
氏

・
百
瀬
正
恒
氏

・
久
世
康
博
氏
、
京
都
大
学
吉
川
真
司
氏
な
ど
多
く
の
方
々
に

御
教
示

・
御
協
力
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
働
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
の
永

田
信

一
氏

・
岡
田
文
男
氏
に
は
赤
外
線
テ
レ
ビ
の
観
察
な
ど
で
多
大
な
る
ご
協

力
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

９
　
関
係
文
献

石
尾
政
信

・
土
橋
　
誠

「長
岡
京
跡
右
京
第
三

一
〇
次
の
発
掘
調
査
」

翁
京

都
府
埋
蔵
文
化
財
情
報
』
第
三
二
号
　
働
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー

一
九
八
九
年
）

（土
橋
　
誠
）


